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令和３年４月２８日 

 川崎市工事請負有資格業者 代表者 各位

 川崎市業務委託有資格業者 代表者 各位

 川崎市財政局資産管理部契約課長 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び

業務の対応について（通知） 

 施工中の工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措

置等につきましては、「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措

置を実施すべき区域の変更（令和３年４月１６日）に伴う工事及び業務の対応

について」（令和３年４月２０日付け事務連絡）等の国からの通知を踏まえ、

令和３年４月２３日付け３川財契第３９３号により、適切な対応をお願いして

きたところです。 

 この度、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及

び業務の対応について」（令和３年４月２５日付け国不入企第３号）により、

国土交通省から通知がありました。本市においても国からの通知を踏まえ、工

事及び業務の対応を行うことといたしますので、お知らせいたします。 

 なお、工事・業務に係る申し出等につきましては、当該工事・業務担当部署

または担当局へお問い合わせください。

１ 資 料

令和３年４月２５日付け国土交通省文書 国不入企第３号（「新型コロナウ

イルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」）

土木契約係 ０４４－２００－２０９８・２０９９

建築契約係 ０４４－２００－２１００・２１０１

委託契約係 ０４４－２００－２０９７・３１１７



国不入企第３ 号 

令和３年４月２５日 

各都道府県入札契約担当部局長  殿

各指定都市入札契約担当部局長  殿

国土交通省不動産・ 建設経済局建設業課長 

（  公 印 省 略 ）     

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえた 

工事及び業務の対応について 

施工中の工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置等

につきましては、「 新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施す

べき区域の変更（ 令和３年４月１６日）に伴う工事及び業務の対応について」（ 令和３

年４月２０日付け事務連絡） 等により、適切な対応をお願いしてきたところです。  

このたび、令和３年４月２３日に、１都２府１県（ 東京都、京都府、大阪府、兵庫

県） を対象として、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づ

く緊急事態宣言が行われたところです。新型コロナウイルス感染症への対策について、

「 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（ 令和２年３月２８日（ 令和３

年４月２３日変更））（ 以下「 基本的対処方針」 という。） においては、「 三つの密」 を

徹底的に避け、「 人と人との距離の確保」、「 マスクの着用」、「 手洗いなどの手指衛生」

等の基本的な感染対策を行うことをより一層推進することなどが重要であるとされ

ており、新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針として、感染拡大を

予防する「 新しい生活様式」の定着や「 感染リスクが高まる「 ５つの場面」」を回避す

ること等を促すとともに、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の実

践を促していく こととされています。また、基本的対処方針においては、引き続き、

社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、河川や道路などの公物管

理や公共工事など、安全安心に必要な社会基盤に係る事業者については最低限の事業

継続が要請されているところです。これらのことを踏まえ、施工中の工事等における

感染拡大防止措置等につきましては、引き続き、アルコール消毒液の設置や不特定の

者が触れる箇所の定期的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い、換気、「 居場所の切り

替わり」 への注意など、感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う三つの密の発生

の回避や影響緩和の対策が講じられるよう、改めて、受注者に対して「 建設業におけ

る新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（ 令和２年５月１４日（ 令和２年１
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'21.04.26

第286号



２月２４日改訂版））」及び内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策ホームページに

おいて公表されている業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等の周知徹底を図るな

ど、適切なご対応を宜しくお願いします。  

なお、今般の緊急事態宣言に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく

まん延防止等重点措置の対象から、東京都、京都府、大阪府、兵庫県が除かれるとと

もに、愛媛県が新たにまん延防止等重点措置の対象とされたことにより、７県がまん

延防止等重点措置の対象となったところですが、緊急事態宣言を踏まえた上記の対応

と同様に、引き続き適切な対応を宜しくお願いします。  

 また、「 三つの密」対策等の更なる徹底や、感染リスクが高い場面を回避する対策の

実効性を高めるための環境づく り等について、別添１、２のとおり建設業者団体宛に

送付しておりますので、ご参考にお知らせします。  

なお、これまでも、新型コロナウイルスの罹患等により現場の施工を継続すること

が困難となった場合の他、受注者から工期延長等の申し出があった場合で必要がある

と認められるときにおける工期の見直し及びこれに伴い必要となる請負代金額の変

更や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を講じた場合に要した費用の上

乗せ等の柔軟な契約変更等を周知してきたところですが、引き続き、遺漏なきよう宜

しくお願いいたします。  

併せて、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置

を踏まえた、国土交通省直轄事業における対応について、別添３、４のとおり定めて

おりますので、ご参考にお知らせします。  

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（ 指定都市を除く 。）に対して

も、周知を宜しくお願いします。  



事 務 連 絡 

令和３年４月２５日

建設業者団体の長 殿 

国土交通省不動産・ 建設経済局建設業課長 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた

工事及び業務の対応について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置等につきましては、「 建設業におけ

る新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（ 令和２年５月14日（ 令和２年12

月24 日改訂版））」（ 以下「 ガイドライン」 という。） を踏まえた建設現場やオフィス

における感染予防対策の更なる徹底等をお願いしてきたところですが、このたび、令

和３年４月２３日に、１都２府１県（ 東京都、京都府、大阪府、兵庫県） を対象とし

て、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言

が行われました。  

「 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（ 令和２年３月28 日（ 令和３

年４月２３日変更））」（ 以下「 基本的対処方針」 という。）においては、「 三つの密」 を

徹底的に避け、「 人と人との距離の確保」、「 マスクの着用」、「 手洗いなどの手指衛生」

等の基本的な感染対策を行うことをより一層推進することなどが重要であるとされ

ており、新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針として、感染拡大を

予防する「 新しい生活様式」の定着や「 感染リスクが高まる「 ５つの場面」」を回避す

ること等を促すとともに、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の実

践を促していく こととされています。また、基本的対処方針においては、引き続き、

社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、河川や道路などの公物管

理や公共工事など、安全安心に必要な社会基盤に係る事業者については最低限の事業

継続が要請されているところであり、ガイドラインを踏まえた建設現場やオフィスに

おける感染予防対策の更なる徹底等をお願いいたします。  

さらに、今般の緊急事態措置においては、政府及び特定都道府県は、事業者に対し

て、「 職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（ テレワーク）

活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を目指すよう働き

かけを行う」 こととされており、出勤者数の削減のための取組についてご協力をお願

いいたします。  

貴職におかれましては、当該取組についてご理解と適切な対応をお願いするととも

に、会員、傘下団体等に周知いただきますようお願いいたします。  

【 別添1】



 なお、施工中の工事等における感染拡大防止措置等につきましては、「 新型コロナ

ウイルス感染症に係る緊急事態措置の終了後における工事及び業務の対応について」

（ 令和３年３月２２日付け事務連絡）等により、地方公共団体等あてに通知するとと

もに、貴団体など建設業者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。  

 今般、緊急事態宣言が行われたことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防

止措置や、ガイドライン等の周知徹底等について、別添１のとおり地方公共団体あて

に通知するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あてに送付しておりますので、

参考まで送付いたします。  



事 務 連 絡 

令和３ 年４ 月２ ５ 日

建設業者団体の長 殿 

国土交通省不動産・ 建設経済局建設業課長 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域

の変更（ 令和３年４月２３日） に伴う工事及び業務の対応について 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた

工事及び業務の対応については「 新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点

措置を実施すべき区域の変更（ 令和３年４月１６日） に伴う工事及び業務の対応につ

いて」（ 令和３年４月２０日付け事務連絡）等により、適切な対応をお願いしてきたと

ころです。  

このたび、令和３年４月２３日に、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域（ 以下「 重点措置区域」

という。） について、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、

大阪府、兵庫県、沖縄県の１都２府７県から新型インフルエンザ等対策特別措置法に

基づく緊急事態措置を実施すべき区域とされた東京都、京都府、大阪府、兵庫県を除

き、新たに愛媛県を追加した７県に変更する公示がなされ、追加された重点措置区域

においても同４月２５日からまん延防止等重点措置を実施することが決定されたと

ころですが、令和３年４月２０日付け事務連絡等の内容を踏まえ、引き続き、適切な

ご対応を宜しくお願いします。  

また、今般のまん延防止等重点措置においては、重点措置区域である都道府県は、

事業者に対して、「 職場への出勤等について、『 出勤者数の7割削減』 を目指すことも

含め接触機会の低減に向け、在宅勤務（ テレワーク） や、出勤が必要となる職場でも

ローテーション勤務等を更に徹底するよう働きかけること。特に、緊急事態措置の実

施期間においては、緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務（ テレワーク）

の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努めるよう働きかけること。」 と

されており、出勤者数の削減のための取組についてご協力をお願いいたします。  

 なお、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更に伴う対応について、別添１

のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添２のとおり民間発注者団体等あ

てに送付しておりますので、参考まで送付いたします。  

【 別添2】



事 務 連 絡

令和３年４月25日

大臣官房官庁営繕部 各 課 長 殿

各 地 方 整 備 局 総 務 部 長 殿

企 画 部 長 殿

営 繕 部 長 殿

港湾空港部長 殿

北海 道 開発 局 事業振興部長 殿

営 繕 部 長 殿

各地 方 航空 局 総 務 部 長 殿

空 港 部 長 殿

保 安 部 長 殿

国土技術政策総合研究所 総 務 部 長 殿

管理調整部長 殿

国 土 地 理 院 総 務 部 長 殿

企 画 部 長 殿

国土交通省

大 臣 官 房 会 計 課 長

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長

大臣官房公共事業調査室長

大臣官房官庁営繕部管理課長

大臣官房官庁営繕部計画課長

港 湾 局 総 務 課 長

港 湾 局 技 術 企 画 課 長

航 空 局 予 算 ・ 管 財 室 長

航空局航空ネットワーク部空港技術課長

航空局交通管制部交通管制企画課長

北 海 道 局 予 算 課 長

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた

工事及び業務の対応について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和３年４月23日に政府対策

本部長より、東京都、京都府、大阪府、兵庫県を新型インフルエンザ等対策特別措置法

に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（ 以下「 緊急事態措置区域」 という。） とする

公示が行われ、同４月25日から緊急事態措置区域において緊急事態措置を実施するこ

とが決定された。緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応については、「 新型コロ

ナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」（ 令和

３年１月７日付け国会公契第29 号、国官技第251 号、国官総第151 号、国営管第412 

号、国営計第118 号、国港総第514 号、国港技第65 号、国空予管第580 号、国空空

技第282 号、国空交企第206 号、国北予第46 号） に基づき、遺漏なきよう措置され

たい。

【 別添３】



その際、令和３年４月23日に改正された、新型コロナウイルス感染症対策の基本的

対処方針において、緊急事態措置の実施期間においては、緊急事態措置区域等への出勤

について、在宅勤務（ テレワーク）の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に

努めるよう働きかけることとされていることに特に留意されたい。



事 務 連 絡

令和３年４月25日

大臣官房官庁営繕部 各 課 長 殿

各 地 方 整 備 局 総 務 部 長 殿

企 画 部 長 殿

営 繕 部 長 殿

港湾空港部長 殿

北海 道 開発 局 事業振興部長 殿

営 繕 部 長 殿

各地 方 航空 局 総 務 部 長 殿

空 港 部 長 殿

保 安 部 長 殿

国土技術政策総合研究所 総 務 部 長 殿

管理調整部長 殿

国 土 地 理 院 総 務 部 長 殿

企 画 部 長 殿

国土交通省

大 臣 官 房 会 計 課 長

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長

大臣官房公共事業調査室長

大臣官房官庁営繕部管理課長

大臣官房官庁営繕部計画課長

港 湾 局 総 務 課 長

港 湾 局 技 術 企 画 課 長

航 空 局 予 算 ・ 管 財 室 長

航空局航空ネットワーク部空港技術課長

航空局交通管制部交通管制企画課長

北 海 道 局 予 算 課 長

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を

実施すべき区域の変更を踏まえた対応について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和３年４月23日に政府対策

本部長より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実

施すべき区域（ 以下「 重点措置区域」 という。） が宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、沖縄県の１都２府７県から、新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（ 以下「 緊急事態措

置区域」 という。） とされた東京都、京都府、大阪府、兵庫県を除き、新たに愛媛県を

追加した７県に変更する公示が行われ、同４月25日から追加された重点措置区域にお

いては、都道府県知事が指定する措置区域においてまん延防止等重点措置を実施する

ことが決定された。まん延防止等重点措置を踏まえた工事及び業務の対応については

「 新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を踏まえた工事及び業務の
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対応について」（ 令和３年４月５日付け国会公契第１号、国官技第２号、国官総第１号、

国営管第４号、国営計第９号、国港総第７号、国港技第２号、国空予管第７号、国空空

技第２号、国空交企第２号、国北予第１号）において通知したところであるが、これま

での１都２府７県から緊急事態措置区域とされた１都２府１県を除く ６県に加え、追

加された重点措置区域において都道府県知事が指定する措置区域での工事及び業務の

対応についても、同通知に基づき、遺漏なきよう措置されたい。

なお、重点措置区域において都道府県知事が指定する措置区域が変更された際には、

当該地域においても同様に措置されたい。

また、緊急事態措置区域については、「 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣

言を踏まえた工事及び業務の対応について」（ 令和３年４月 25 日付け事務連絡） に基

づき、遺漏なきよう措置されたい。


